
 福島県教育委員会の所管に属する職員等に対する日額旅費支給要項

（昭和45年10月14日　45教財教育長）
最終改正　令和８年３月　日７教職第   号

第１　福島県教育委員会の所管に属する教職員及び福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和31年福島県条例第56号）の適用を受ける教職員（以下「職員」という。）に対する福島県旅費条例（昭和28年福島県条例第24号）第25条の規定による日額旅費に関しては、この要項の定めるところにより支給する。
第２　職員が研修、講習その他これに類するもの（以下「研修等」という。）を受けるため旅行する場合は、日額旅費支給規程（昭和28年福島県訓令第20号）第２条の規定を準用する。
２　別表に掲げる施設に研修等のため宿泊する場合は、前項の規定にかかわらず、別表に定める日額旅費を支給する。
３　前項に規定する日額旅費を支給する場合、次に掲げる日については、別表に規定する日額旅費に加えて、当該各号に定める普通旅費を支給する。
（１）研修施設に到着する日　　日当（早朝出発等定額を除く。次号において同じ。) 及　び宿泊料を除いた普通旅費
（２）研修施設を出発する日　　日当を除いた普通旅費
第３　この要項の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、次に掲げる場合には、旅行命令権者は、事前に職員課長に協議（市町村立学校長にあっては、教育事務所長経由）を行い旅費額を定めるものとする。
（１）別表に掲げる施設以外の施設に宿泊する場合
（２）別表に掲げる施設に宿泊する場合で次に掲げる場合
ア　研修施設に到着する日又は研修施設を出発する日に他の用務の出張が重複した場合
イ　研修施設に到着した日の翌日から研修施設を出発する日の前日までの間において、同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合
 　 　ウ　その他研修等の特殊な事情等により別表の規定により難い場合

附　則
この要項の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成21年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成22年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成25年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成26年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成27年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成28年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成29年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成29年9月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成30年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成30年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成30年12月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、平成31年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和元年10月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和2年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和3年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和4年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和4年6月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和5年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附　則
この要項の規定は、令和5年10月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
[bookmark: _Hlk193814994]　　附則
この要項の規定は、令和6年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
[bookmark: _Hlk225498315]　　附則
この要項の規定は、令和７年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。
附則
この要項の規定は、令和８年4月1日以後に宿泊する旅行から適用する。


[別表]
 
１　開催地が県内の場合
　  下記施設で開催される場合
（単位：円）
	
　　　　　 区　分


研修施設
	日　　　　　　額

	
	宿泊を要する場合

	
	
研修施設に
到着する日
	研修施設に到着する日の翌日から同施設を出発する日の前日までの期間
	
研修施設を
出発する日

	福島県
教育センター
	１，９００
	２，２００
	１，７００

	国立磐梯青少年
交流の家
本館泊・ロッジ泊
テント泊
	

４，８００
３，５００
	

５，４００
４，１００
	

２，０００
２，０００

	福島県郡山自然の家
	２，３００
	２，６００
	１，９００

	福島県会津自然の家
	２，３００
	２，６００
	１，９００

	福島県いわき
海浜自然の家
	２，３００
	２，６００
	１，９００

	国立那須甲子
青少年自然の家
本館泊・ロッジ泊
テント泊
	

５，０００
３，７００
	

５，７００
４，４００
	

２，０００
２，０００

	福島市社会教育館
立子山自然の家
11月1日～3月31日の宿泊日
上記以外の宿泊日
	

３，５００
３，４００
	

４，５００
４，４００
	

２，６００
２，６００

	福島県消防学校
(自衛消防隊員教育課程)
	３，１００
	
	２，２００







２　開催地が県外の場合
    下記の施設で開催される場合（当該施設の宿泊施設に宿泊できない場合を除く。）
（単位：円）
	
　　　　　 区　分


研修施設
	日　　　　　　額

	
	宿泊を要する場合

	
	
研修施設に
到着する日
	研修施設に到着する日の翌日から同施設を出発する日の前日までの期間
	
研修施設を
出発する日

	教職員支援機構
第一宿泊棟
第二宿泊棟、第三宿泊棟
	
６，１００
７，１００
	
６，７００
７，７００
	
１，９００
１，９００

	国立特別支援
教育総合研究所
（宿泊日数が１週間以内の研修）
	
３，８００
	
４，２００
	
１，７００

	国立特別支援
教育総合研究所
（宿泊日数が１週間を超え６箇月以内の研修）
	
３，８００
	
４，２００
	
１，７００

	国立花山青少年
自然の家
本館泊・ロッジ泊
テント泊
	

４，８００
３，５００
	

５，６００
４，３００
	

２，１００
２，１００

	宮城県蔵王
自然の家
	２，６００
	２，９００
	１，８００

	新潟県少年
自然の家
５月1日～１０月3１日の宿泊日
上記以外の宿泊日
	

３，３００
３，８００
	

２，９００
２，９００
	

２，０００
２，０００

	国立オリンピック記念
青少年総合センター
Ａ棟
Ｂ棟（浴室・トイレ無）、Ｃ棟
Ｂ棟（浴室・トイレ有）
Ｄ棟
	

５，２００
５，３００
７，３００
７，３００
	

５，９００
６，０００
８，０００
８，０００
	

２，０００
２，０００
２，０００
２，０００



